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第１章 総 則 

（目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人岩手県社会福祉士会 就業規程（以下「本則」とい

う）第３条に基づき、一般社団法人岩手県社会福祉士会（以下「法人」という）が

雇用する有期雇用職員及びパートタイム職員など正職員及び無期雇用職員（以下

「正職員等」という）以外の職員（以下「有期雇用職員等」という）の就業に関す

る事項を定めるものである。 

２ この規程に定めのない事項は本則の定めるところにより、本則にも定めのないもの

は、労働基準法その他の法令の定めによる。 

 

（定義） 

第２条 この規程において有期雇用職員等とは、第２章の定めにより採用された者で、

雇用契約の形態に応じて次のおり定義する 

（１）有期雇用職員 

有期雇用契約による職員であって、主として正職員の補助的業務に従事させるこ

とを目的に雇用された者 

（２）パートタイム職員 

原則として有期雇用契約による職員であって、通常の正職員に比べ１日の所定労

働時間又は１か月当たりの勤務日数が短く、主として補助的業務に従事させること

を目的に雇用された者 

（３ その他臨時に雇用される職員 

 

（規則の遵守） 

第３条 法人は、この規程に定める労働条件により、有期雇用職員等に就業させる義

務を負う。また、法人及び有期雇用職員等はともにこの規程を守り、相協力して法

人の発展に努めなければならない。 

 

第２章 採用、異動等 

（採用手続） 

第４条 有期雇用職員等の採用は、法人に就職することを希望する者に対し、書類審

査及び面接等の所定の選考を行い、これに合格した者の中から行う。  

 

（採用時の提出書類） 

第５条 有期雇用職員等として採用された者は、採用された日から２週間以内に次の書

類を提出しなければならない。ただし、必要に応じて、その一部を省略することが

ある。 
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（１）履歴書 

（２）住民票記載事項証明書（個人番号の記載がないものに限る。） 

（３）健康診断書（提出日前３か月以内に受診したものに限る。） 

（４）所得税源泉徴収票（採用した年に給与所得のあった者に限る。） 

（５）給与所得者の扶養控除等申告書 

（６）雇用保険被保険者証（既に交付を受けている者に限る。） 

（７）個人番号カードの写し（個人番号カードを持たない場合は通知カード等及び身元

確認のできる書類として法令等で認められた書類の写し） 

（８）誓約書 

（９）自動車運転免許証の写し（自動車運転免許証を有する場合に限る。） 

（10）その他法人が指定するもの 

２ 前項の定めにより提出した書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに書面で

法人に変更事項を届出なければならない。 

３ 法人は、第１項及び第２項で取得した職員及び職員の扶養家族の個人番号は、次の

目的で利用する。 

（１）雇用保険関係届出事務 

（２）健康保険・厚生年金保険関係届出事務 

（３）国民年金第３号被保険者届出事務 

（４）源泉徴収票及び給与支払報告書作成事務 

４ 法人は、前項各号に定める個人番号の利用目的に変更がある場合には、速やかに職

員に通知する。 

 

（労働契約の期間等） 

第６条 有期雇用職員等は、原則として、４月１日から翌年３月３１日までの１年間

とする。ただし、期間途中で採用された場合は、初回契約を採用日から３か月経過

した日の末日までとし、それ以降は３月３１日までの期間内で個別の雇用契約を 

２ 前項の規定にかかわらず、双方合意の上で、当該契約期間を１年未満とする契約を

することができる。  

３ 前２項に定める期間が満了した後、当該契約の更新の有無については、労働条件通

知書で示すところによる。  

４ 前項の場合の判断基準は、原則として次の内容によって行う。  

（１）契約期間満了時の業務量により判断する  

（２）職員の勤務成績、態度、能力により判断する  

（３）法人の運営状況及び業務量等により判断する  

（４）従事している業務の進捗状況により判断する  

（５）その他特殊な事態が生じたことにより判断する  

５ 有期労働契約を１年以上継続している場合において、前項の事由により契約を更新

しない場合は、少なくとも契約期間が満了する３０日前までに、契約を更新しない

旨（雇止め）の予告をする。  
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（労働条件の明示） 

第７条 法人は、有期雇用職員等の採用に際しては、採用時の賃金、就業場所、従事

する業務、労働時間、休日その他の労働条件を明らかにするための書面の交付及び

この規則を周知して労働条件を明示するものとする。 

 

（試用期間） 

第８条 有期雇用職員等として新たに採用した者は、採用した日から３か月間を試用

期間とする。ただし、法人が特に認めたときは、この期間を短縮若しくは延長又は

設けないことがある。 

２ 試用期間中に有期雇用職員等として不適格と認めた者は、解雇することがある。た

だし、入社後１４日を経過した者については、本則第５２条第２項に定める手続に

よって行う。 

 

（人事異動） 

第９条 法人は、業務上必要がある場合は、就業場所及び業務内容の変更を命じるこ  

とがある。 

 

（労働条件の決定等に関して考慮した事項の説明） 

第１０条 法人は、有期雇用職員等から求めがあった場合には、パートタイム・有期

雇用労働法第１４条の定めるところにより、同法第６条（労働条件に関する文書の

交付等）、第７条（就業規則の作成手続）、第９条（通常の労働者と同視すべき短時

間労働者に対する差別的取扱いの禁止）、第１０条（賃金）、第１１条（教育訓練）

に定める事項を決定する際に考慮した事項について説明するものとする。  

 

（休職） 

第１１条 有期雇用職員等の休職に関しては、本則第１１条の規定を準用する。  

 

 

第３章 服務規律 

（服務等） 

第１２条 服務等については、本則第３章の規定を準用する。 
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第４章 労働時間、休憩及び休日 

（労働時間及び休憩時間） 

第１３条 １日の所定労働時間は、１日標準７時間００分以内、週の労働日を５日以内

とし、個別の雇用契約により定める時間とする。 

２ １日の標準となる始業・終業の時刻、休憩時間は次のとおりとする。 

始業・終業時刻 休憩時間 

始業  午前 ９時００分 
正午から午後１時００分まで 

終業  午後 ５時００分  

３ 前項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により、始業時刻、

終業時刻及び休憩時間を繰り上げ又は繰り下げることがある。この場合、前日まで

に職員に通知する。 

４ パートタイム職員の始業・終業の時刻、休憩時間については、個別に定め、労働条

件通知書にて定める。 

 

（休日） 

第１４条 有期雇用職員等の休日は、以下のとおりとする。 

（１）土曜日、日曜日（法定休日）、国民の祝日及び国民の休日 

（２）年末年始（１２月２９日～１月３日） 

（３）その他法人が指定する日 

 

（休日の振替・代休） 

第１５条 業務の都合により法人が必要と認める場合は、あらかじめ前条の休日を他の

日と振り替えることがある。 

２ 前項の規定により休日を他の日に振替えるときは、法人はあらかじめ振替による

休日を指定し、振替後の日を休日とし、従来の休日は通常の労働日とする｡  

３ 休日を振り替えることができなかった場合には、後日代休を与えることがある。 

 

（時間外及び休日労働等） 

第１６条 業務の都合により、第１３条第１項で定める労働時間を超えて労働させ、

また第１４条で定める休日に労働させることがある。 

２ 時間外及び休日労働に関する事項については、本則第２６条の規定を準用する。 

 

（出退勤管理） 

第１７条 有期雇用職員等は、始業及び終業時に、法人所定の様式に出退勤の時刻を

記録しなければならない。 

 

（遅刻、早退、欠勤等） 

第１８条 有期雇用職員等は遅刻、早退若しくは欠勤をし、又は勤務時間中に私用で事

業場から外出する際は、事前に申し出て、承認を受けなければならない。ただし、
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やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後に速やかに届

出をし、承認を得なければならない。 

２ 傷病のため継続して７日以上欠勤するときは、医師の診断書を提出しなければなら

ない。 

 

第５章 休暇等 

（年次有給休暇） 

第１９条 ６か月以上継続して勤務し、法人の定める所定労働日数の８割以上出勤し

たときは、本則第２７条に定める年次有給休暇を与える。 

２ 年次有給休暇の取得手続、出勤率の算定、翌年度への繰越しの取扱いは、本則第２

７条の規定を準用する。 

 

（産前産後の休業）  

第２０条 産前産後の休業については、本則第２８条の規定を準用する。 

 

（母性健康管理の措置）  

第２１条 母性健康管理のための休暇については、本則第２９条の規定を準用する。 

 

（育児時間及び生理休暇）  

第２２条 育児時間及び生理休暇については、本則第３０条の規定を準用する。 

 

（育児・介護休業、子の看護等休暇等）  

第２３条 有期雇用職員等であって、次の条件に当てはまる者は、本則第３１条に定め

る、育児休業、介護休業、子の看護等休暇、介護休暇、育児のための所定時間外労

働の免除、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の

短縮措置等の適用を受けることができる。 

２ 前項の休業等に必要な手続等は、正職員に適用される「育児・介護休業等に関する

規程」を準用する。 

 

（特別休暇等）  

第２４条 特別休暇等については、本則第３２条の規定を準用する。 

 

（裁判員等のための休暇）  

第２５条 有期雇用職員等が裁判員若しくは補充裁判員となった場合又は裁判員候補者

となった場合の休暇は、本則第３３条の規定を準用する。 
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第６章 賃金等 

（賃金の構成） 

第２６条 有期雇用職員等に対する賃金は次のとおりとする。 

（１）基本給 

（２）業務手当 

（３）通勤手当 

（４）時間外手当（時間外労働、休日労働、深夜労働） 

 

（基本給） 

第２７条 基本給は原則として時間給とする。 

２ 有期雇用職員については、月給制とすることがある。  

３ 基本給は、地域社会、同種事業における賃金水準、能力、経験、技能、職務内容等

を考慮し、また、正職員の時間賃率及び均衡等を勘案して、個別に定める。 

４ 基本給の金額は、別表「賃金テーブル表」のとおりとする。 

 

（業務手当） 

第２８条 業務手当は、本則３６条の規定を準用する。  

 

（通勤手当） 

第２９条 通勤手当は、本則３７条の規定を準用する。  

 

（時間外労働手当・休日・深夜労働手当） 

第３０条 第１６条により、時間外労働・休日労働等をした場合の割増賃金は、本則第

３８条の規定を準用する。  

 

（車両借上げ手当） 

第３１条 車両借上げ手当は、本則３９条の規定を準用する。  

 

（休暇等の賃金） 

第３２条 休暇中の賃金については、本則第４０条の規定を準用する。  

 

（臨時休暇の賃金） 

第３３条 法人側の都合により、所定労働日に休業させた場合は、本則第４１条の規定

を準用する。  

 

（欠勤等の扱い） 

第３４条 所定の勤務時間の全部、又は一部について業務に従事しなかった場合は、

その従事しなかった時間に対する給与は支給しない。   
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（賃金の計算期間及び支給日） 

第３５条 賃金の計算期間、支払日は、本則第４３条の規定を準用する。  

 

（賃金の支払と控除） 

第３６条 賃金の支払い・控除に関しては、本則第４４条の規定を準用する。  

 

(非常時払い) 

第３７条 賃金の非常時払いに関しては、本則第４５条の規定を準用する。  

 

（昇給・降給） 

第３８条 労働契約の更新に際して、職務内容、勤務成績、意欲、能力、経験、成果

及び正職員との均衡を考慮して、基本給を昇給又は降給することがある。  

 

(賞与) 

第３９条 賞与は支給しない。ただし、職務内容、勤務成績、意欲、能力、経験、成果

等のほか、法人の経営状況、経済情勢等を勘案して、臨時に支給することがある。  

２ 前項後段により賞与を支給する場合には、本則第４８条の規定を準用する。  

 

（退職金） 

第４０条 パートタイム職員に対して退職金は支給しない。 

 

第７章 定年、退職及び解雇 

(定年等）  

第４１条 定年等に関しては、本則第５０条の規定を準用する。 

 

（退職） 

第４２条 有期雇用職員等が次のいずれかに該当したときは退職とする。 

（１）労働契約に期間の定めがあり、その期間が満了したとき。 

（２）定年に達したとき。 

（３）第１１条に定める休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき  

（４）死亡したとき  

（５）有期雇用職員等本人又は家族から法人に対して何ら連絡のないまま、欠勤が７

日以上続いたとき。ただし、重症の私傷病、天災地変等により法人と連絡を取る

ことが困難な場合を除く。  

２ 労働契約期間の途中で、自己の都合により退職しようとするときは、少なくと

も３０日前までに申し出て法人の承認を受けなければならない。  

３ 有期雇用職員等が自己都合又は解雇により退職する場合は、次の手続きを行わ

なければならない。  
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（１）法人の指定する後任者に、法人の指定する日までに業務の引き継ぎをすること 

（２）法人から貸与又は支給された一切の物品交付又は貸し付けのあった金品を返還

すること 

４ 有期雇用職員等が退職し又は解雇された場合、その請求に基づき、従事した期間、

業務の種類、地位、賃金又は退職の事由を記載した証明書を遅滞なく交付する。 

 

（解雇） 

第４３条 有期雇用職員等について解雇する事情が生じたときは、本則第５２条の規定

を準用する。  

 

 

第８章 安全衛生及び災害補償 

（安全衛生保持） 

第４４条 法人は、有期雇用職員等の安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場の

形成のために必要な措置を講ずる。 

２ 有期雇用職員等は、安全衛生に関する法令及び法人の指示を守り、法人と協力して

労働災害の防止に努めなければならない。 

３ 本章に定めのない事項は、本則第９章の規定を準用する。 

 

（就業禁止等） 

第４５条 就業の禁止等については、本則第５４条の規定を準用する。 

 

（健康診断等） 

第４６条 引き続き１年以上雇用され、また雇用することが予定されている有期雇用

職員等に対する健康診断については、本則第５５条の規定を準用する。  

 

（健康管理上の個人情報の取扱い） 

第４７条 健康管理上の個人情報の取扱いに関しては、本則第５６条の規定を準用する。  

 

（安全衛生教育） 

第４８条 有期雇用職員等に対する安全衛生教育に関しては、本則第５７条の規定を準

用する。 

 

（災害補償） 

第４９条 業務上の災害にかかる補償については、本則第５８条の規定を準用する。  

 

第９章 職業訓練 
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（教育訓練） 

第５０条 業務の内容が正職員と同じ場合には、正職員に対する教育訓練と同じ教育訓

練等を実施する。（既に必要な能力を有している場合を除く） 

２ 法人は、上記の場合以外でも、正職員との均衡を考慮して、職務の内容、経験、意

欲、能力、成果等に応じて、教育訓練等を行うよう努める。 

 

 

第１０章 表彰及び制裁 

（表彰） 

第５１条 表彰に関しては、本則第６０条の規定を準用する。  

 

（懲戒の種類・事由） 

第５２条 懲戒の種類、事由に関しては、本則第６１条、第６２条の規定を準用する。  

 

（損害賠償） 

第５３条 有期雇用契約職員等が、法人に損害を与えた場合には、法人はその損害を 

 賠償させることができる。なお、有期雇用職員等が懲戒されたことをもって損害賠償 

を免れることはできない。 

 

 

第１１章 苦情処理・公益通報者の保護 

（苦情の処理） 

第５４条 パートタイム・有期雇用労働法によって措置すべきことが義務付けられた

事項（労働条件の文書交付等・待遇の決定についての説明）、待遇の差別的取扱いの

禁止、職務遂行に必要な教育訓練等について苦情の申し出があった場合は、正職員

代表も参加する苦情処理機関において自主的に解決が図られるよう努める。  

 

（公益通報者の保護） 

第５５条 法人は、有期雇用職員等から組織的又は個人的な法令違反行為等に関する相

談又は通報があった場合には、別に定めるところにより処理を行う。 

 

 

 

 

 

第１２章 正職員転換及び無期労働契約への転換 
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（正職員への転換） 

第５６条 有期雇用職員等として６か月以上継続勤務し、本人が希望する場合は正職

員へ転換させることがある。 

２ 正職員等への転換制度に関しては、別途「正職員等転換制度規程」により定める。 

（無期労働契約への転換） 

第５７条 期間の定めのある労働契約で雇用する職員のうち、通算契約期間が５年を超

える職員は、別に定める様式で申込むことにより、現在締結している有期労働契約

の契約期間の末日の翌日から、期間の定めのない労働契約での雇用に転換すること

ができる。 

２ 前項の通算契約期間は、平成２５年４月１日以降に開始する有期労働契約の契約期

間を通算するものとし、現在締結している有期労働契約については、その末日までの

期間とする。ただし、労働契約が締結されていない期間が連続して６か月以上ある職

員については、それ以前の契約期間は通算契約期間に含めない。 

３ この規程に定める労働条件は、第１項の規定により期間の定めのない労働契約での

雇用に転換した後も引き続き適用する。ただし、無期労働契約へ転換した職員に係

る定年については、本則第５０条の規定を適用する。 

 

（改廃） 

第５８条 この規程を改廃するときは、理事会の議決を得なければならない。  

 

（付則） 

 

１ この規程は２０２５年（令和７年）４月１９日から施行する。  

 

２ この規程は２０２５年（令和７年）６月１日から一部改正し、施行する。  

 


